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あり、総会は午後５時過ぎに終了した。
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　懇親会はアトラクションでも演奏をしていただ
く横浜ＪＡＺＺのウェルカムミュージックが流れ
るなか、大村貴志地方会データ副理事長 、金井浩
一同厚生部長の司会により午後 5 時30分開会した。
　開会と同時に横浜中華獅子舞が入場し、冒頭よ
り大変盛り上がった。
　その後、井口嚴男理事（地方会）の開会の挨拶
があり、磯山新会長より挨拶があった。 
　来賓の祝辞を渡邊守孝ＮＴＴデータカスタマサ

ービス代表取
締役社長、椛
澤均シスプラ
代表取締役よ
りいただき、
染谷肇顧問の
乾杯のご発声

で懇親の宴が始まった。
　懇談が続くなか、アトラクションとして横浜
ＪＡＺＺが演奏を行った。
　懇親会後半は、宮本雄司東京税理士会副会長よ
りご祝辞をいただき、坂本和夫理事（東北）の中
締め、松江泰弘相談役（地方会）の万歳三唱の後、
次期総会開催地である四国データの森野弘士理事
の閉会の挨拶
で散会した。
　今回の総会
はラグビーワ
ールドカップ
開催のために、
会場設営に大
変ご苦労をさ
れた地方会の先生方、事務局の皆様ありがとうご
ざいました。



東 京 デ ー タ 通 信（6）

常務理事　大 澤  泰 一

　恒例の全国データ総会翌日のゴルフ大会は、横

浜の名門磯子カンツリークラブで好天の下開催さ

れました。

　当日は、ホテルからタクシーに分乗し会場に向

かいました。ゴルフ場は横浜の住宅地にある緑豊

かなコースで、横浜の “みなとみらい” が見渡せ

るホールもある美しいコースでした。

　スタートまでの時間、パター練習場前のガラス

張りのスタートテラスは、ゆっくりできるとても

良い雰囲気の待合室でした。

　大野前会長の朝の挨拶に始まり、ルール説明の

あと、記念写真を撮り参加者32名の方々がアウ

ト組イン組に分かれて９時45分にスタートいた

しました。

　私達の組は、市村宗治（地方会）、渡邊守孝（NTT

カスタマ）、大村薫子（国土工営）の4名でした。

市村先生は、当番幹事として気遣いからかスコア

の方も苦労されていました（クロウグリップをお

勧め）。渡邊社長は力強いスイングで時たまボー

ルの頭をたたく事もありましたがボールは気持ち

よく飛んでいました。大村さんは、高校時代ゴル

フ部だったそうで美しいスイングに素晴らしい

アプローチショットは、とて

も参考になりました（プレー

後、無料ゴルフスイングアプ

リのKiZuKiを教えてもらいま

した）。三人と和気あいあい

と愉しいゴルフができたこと

感謝申し上げます。

　コースは、美しいホールが

多く、中でも名物ホールの8

番は、バンカーが大小15個

もあり宮古島（キャデイさん

の情報）の白い砂が目

にまぶしく特に印象に

残るホールでした。

　昼食は、広東料理が有名なレストランで、名物

のぴんそば（五目焼きそば）や焼売を多くの方が、

美味しそうに召し上がっていました。

　表彰式は、市村先生の司会で、予定の時間から

大分遅れて始まり、少しせわしない表彰式となり

ました。新ペリア方式の優勝者は、伸び盛りの金

井浩一先生（地方会）が受賞し、準優勝は中野徹

先生（中国）、第三位はシスプラの椛澤均社長が

受賞しました。ベスグロは、今年も中野徹先生が

グロス80で森野先生（83）を押さえて受賞しま

した。

　当データからの参加者は、井沢大助（88）・大

野功夫（89）・大澤泰一（105）・法理規夫・米

本正樹・田村忠雄・の6名が参加いたしました。（グ

ロス順）

　入賞者には、大野前会長から豪華賞品が贈呈さ

れ、優勝者の挨拶では、金井先生から今後も精進

する旨の挨拶がありました。表彰式は、帰りの飛

行機・新幹線時間の都合で、早めに終了し、法理

理事長の閉会の挨拶でお開きになりました。

　今回、公私ともどもお忙しい中、参加頂いた

株式会社シスプラ椛澤社長様はじめNTTデータ・

NTTカスタマ・国土工営の皆様、誠にありがとう

ございました。裏方の事務局の皆様にも感謝申し

上げます。

　来年は、四国が当番となりますが、また名門コ

ースでプレーができることを楽しみにしています。

　終わりに、今回の素晴らしいゴルフ会場を設営

して頂いた、地方会の皆様に重ねてお礼申し上げ

ます。
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副理事長　浅 井  和 夫

　令和元年９月19日全国税理士データ通信協同
組合連合会の第28期通常総会が、ホテル横浜キ
ャメロットジャパンで開催されました。
　翌日20日の観光は、「横須賀の旅」として、米
軍基地見学組と陸上自衛隊久里浜駐屯地・通信学
校見学組との二組に分かれて実施されました。私
は、自衛隊久里浜駐屯地のコースに参加しました。
総勢４８名を乗せた２台のバスは、それぞれのコ
ースへ向けてホテルを９時に出発しました。
　横浜横須賀道路を快調に走り久里浜ペリー公園
に到着です。ペリー公園は、日本の近代の幕開け
を象徴する史実を記念した公園です。久里浜は、
ペリー艦隊が1853年７月14日（嘉永６年６月９
日）上陸したところです。当初、艦隊は、浦賀に
来たのですが、浦賀では停泊できないとのことで
久里浜に上陸したとのことです。

　公園内には、ペリー記念館とペリー上陸記念碑
があります。ペリー記念館は、1987年（昭和62年）
横須賀市の市制80周年を記念して建てられたも
のです。１階は黒船来航を再現したジオラマ模型
の展示ホール、２階はペリー上陸にまつわる貴重
な資料が展示されています。ぺリー上陸記念碑は、
1901年７月14日（明治34年）ペリー上陸と同じ

日に除幕式が行われたとのことです。碑文の『北
米合衆国水師提督伯理上陸紀念碑』は、初代内閣
総理大臣伊藤博文の筆によるものです。紀念碑？
の字は、伊藤博文公の発想とのことです。当時、
誤用の指摘は誰もできなかったからでしょうか。

　ペリー公園をゆっくりと散策した後に、陸上自
衛隊久里浜駐屯地へ向かいました。
　久里浜駐屯地は、昭和14年創立の『海軍通信
学校』をその前身としています。昭和25年９月
警察予備隊発足時に新たに開設され、以来通信学
校としてＩＣＴ（情報・通信・技術）の活用を学
習する場として、また陸上自衛隊のＩＣＴのメッ
カとして発展しています。
　広報班の女性自衛官より駐屯地内の施設の案内
がなされました。最初に、正面の建物２階の貴賓
室を見学しました。創立当時からある調度品に感
嘆。
　記念碑、歴史
館、模型展示室
を回り昼食会場
へ。
　模型展示室で
は、駐屯地周辺
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に時の流れとともに民家がびっしりと建ち並び駐
屯地周辺環境が、大きく変化している様をよく理
解できました。
　直近の問題として、駐屯地周辺の民家では、高
齢化が進み、また坂が多くあるため、緊急時の対
応が挙げられています。
　駐屯地では、イベント等での地域交流を通して
コミュニケーションを図り、上記の問題に対処し
ています。
　昼食時利用した食堂は、順序良く食器・主食・
副食・飲物・デザートが取れるように配列され、
大勢が短時間で食事を摂れる流れになっています。

　当日の主食は、
炊き込みごはん、
副食はラーメンで
した。ラーメンは、
大変美味でしたが
量が多く食べるの
に難儀しました。

　隊員の方々は、若い方（20代前半）が大部分で、
食欲も旺盛でした。活力の差を大いに感じさせら
れました。
　久里浜駐屯地から「よこすかポートマーケット」
へお土産の買い物です。地場産物総合販売所「よ

こすかポートマーケット」は、地元でとれた旬の
農水産物を提供する地産地消マーケットです。鮮
魚類、採れたての野菜、精肉、ベーカリー、横須
賀のお土産などを販売しています。私は、横須賀
海軍カレーをお土産にしました。
　よこすかポートマーケットの近くには、三笠公
園があり、記念艦として「三笠」が係留保存され
ています。自由散策で、館内を見学しました。バ
ルチック艦隊を迎え撃ち圧倒的な勝利を収めた日
本海海戦を、想像しながら退艦しました。
　２日間にわたり全国データ総会及び関連行事を
設定されました地方会の皆様、本当に有難うござ
いました。
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株式会社ＮＴＴデータ　第一公共事業本部　　　
第二公共事業部　税務サービスグループ　　　　

　　　　　　　　　　　　  課長　吉越　 勉

 １．はじめに
　2019年９月17日に、新たな機能を追加した「相
続税の達人」と新ソフト「贈与税の達人」の提供
を開始いたしました。組合員様には上記２ソフトの
イメージをご理解いただきたく、新機能の入力を中
心に概要をご紹介させていただきます。
　また、同日に「財産評価の達人」の追加オプシ
ョン「かげ地計算機能」の提供を開始いたしました。
本機能は、評価対象地の想定整形地を自動作成し、
かげ地割合を自動で算出できます。算出した結果
を評価明細書の添付資料としてもご利用いただけ
ます。「財産評価の達人」をより便利にご活用いた
だけるオプションとなっておりますので、合わせて
ご紹介をさせていただきます。

２．「相続税の達人」「贈与税の達人」の操作
⑴ 「相続税の達人」のシミュレーション機能
　業務メニューの「試算表等の作成」より各種シミ
ュレーション機能を利用することができます。

■暦年贈与シミュレーション
　暦年贈与による贈与税・相続税の合計税額の減
額効果をシミュレーションすることができます。本
機能は新たに「相続税の達人」に追加された機能
です。
　まず、「1.基本情報」にある【贈与税額】【相続税額】
それぞれの欄に、項目名に従って必要な情報を入
力します。そして、年間１人あたりの贈与額を画面
にて調整することにより、複数パターンの試算結果

が表示されます。
　減額効果が最も見込まれるパターンが、【減少効
果が最大となるケース】に表示されます。
　また、先程の画面（１面）の【選択したケース】
に各ケースに付番された数字を入力することで、（２
面）に年度単位のシミュレーション結果を表示する
ことができます。元々のシミュレーション結果に対
し、年度ごとに増減額が発生した場合は、【②増減
額】にて補正することも可能です。

■特例認定承継会社株式等に係る相続税の納税猶
　予額の試算表
　本機能では、「特例認定承継会社株式等に係る
相続税の納税猶予額の試算」がおこなえます。「相
続税の達人」の相続人情報を元に、【財産を取得
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する人】の欄に氏名が記載されます。相続人の氏
名を押下することで、相続人の情報を編集すること
も可能です。後継者に該当する場合は、【後継者
に該当】欄にて「該当する」を選択します。

■特例認定承継会社株式等に係る相続税・贈与税
　の納税猶予の適用判定
　「特例認定承継会社株式等に係る相続税・贈与
税の納税猶予の適用判定」をおこないます。各種
項目に承継会社に関わる必要情報を入力してくだ
さい。
　ご紹介する以下の画面例は贈与税の適用判定で
すが、相続税の判定帳票も合わせて搭載しており
ます。

⑵「贈与税の達人」の基本的な機能
　「贈与税の達人」の業務メニューの順に従い、各
機能の概要をご説明いたします。

■基本情報、贈与者の登録
　業務メニューの「基本情報の登録」「贈与者の登
録」を押下し、画面の項目に従って、受贈者・贈
与者の基本情報を登録してください。

■取得財産の登録
　取得財産情報を「取得財産の登録」より登録い
ただきます。画面の項目に従って、必要情報を入
力いただきます。

　また、「財産評価の達人」をご利用のお客様は、
「財産評価の達人」に登録されている取得財産デ
ータを「贈与税の達人」に取り込むことが可能です。
直接入力に比べ、登録の手間を省くことができます。
　取り込む際は、業務メニューの「データのインポ
ート」から該当のデータを取り込んでください。
　なお、本機能を利用する場合は、事前に達人
Cubeのアップデートより、「贈与税の達人from財産
評価の達人(平成31年分以降用)」のインストール
が必要ですので、ご注意ください。
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■申告書、納付書の作成
　業務メニューの「申告書の作成」より申告書第
一表等をご作成いただけます。作成する申告書は、
登録された取得財産から自動で選択いたします。
　また、納付書は「納付書の作成」よりご作成い
ただけます。

■事業承継税制提出書類の作成
　業務メニューの「事業承継税制提出書類の作成」
より、特例措置を適用する上で必要な帳票を作成
できます。一般措置には対応しておりませんのでご
注意ください。
　「事業承継税制提出書類の作成」内のメニューに
ある「承継会社情報」にて、まずは承継する会社
情報を登録いただきます。
　続いて、特例承継計画、特例認定申請書、年次
報告書・継続届出書を必要に応じてご作成いただ
きます。　

　「事業承継税制提出書類の作成」で作成した各
種書類の提出状況を、受贈者ごとに「書類の提出
状況」から一覧で確認することができます。提出
期限は自動で設定されます。後々の管理を想定し、
提出状況や提出日をご登録いただくことをおすすめ
いたします。

■贈与実績の管理
　「贈与税の達人」に登録されている贈与財産の
情報を贈与者単位で一覧化し、ファイルとして出力
することができます。「贈与税の達人」の左上に表
示される【ツール(T)】より利用することができます。

　
　また、【ツール(T)】より、受贈者単位の控除等
適用状況の一覧や、年次報告書及び、継続届出書
提出状況の一覧も出力することができます。
　特に、年次報告書や継続届出書は定期的な提出
が義務付けられている書類ですので、提出漏れ防
止にこちらの一覧を是非ご活用ください。
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■「相続税の達人(平成30年分以降用)」に保存さ
　れたデータの移行
　「贈与税の達人（平成30年分以降用）」画面の
左上の「ファイル」を選択し、「旧プログラムデー
タのコンバート」を押下します。移行するデータを
コンバート元の一覧から選択し、「実行」を押下し
ます。コンバートの確認画面にて、取込の必要が
ない「受贈者」がいる場合は、適宜✓マークを外
してください。コンバートの確認画面で「実行」を
押下することでデータが移行されます。
　なお、「相続税の達人（平成31年分以降用）」
に作成したデータを移行することはできませんので、
あらかじめご注意ください。

⑶「相続税の達人」の申告書等作成
　「相続税の達人」の申告書等の作成につきまして
は、従来と比べて大幅な変更はございませんので、
これまでどおりご対応をお願いいたします。
　「相続税の達人(平成31年分以降用)」より、「贈
与税の達人」のデータを活用し、「第４表の２ 暦
年課税分の贈与税額控除額の計算書」を簡便にご
作成いただけるため、その機能についてご紹介い
たします。
　「第４表の２ 暦年課税分の贈与税額控除額の計
算書」左上に【データ連携】というボタンを新たに
設置いたしました。このボタンを選択することで、「贈
与税の達人」で受贈者のデータから、必要な情報
を転記させることができます。
　あくまで転記する機能ですので、贈与税の達人
側でデータの修正が合った場合は、【データ連携】
を再度押下し、最新の内容を反映していただくよう
お願いいたします。
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⑷「財産評価の達人」のオプションについて
　「財産評価の達人」の「土地及び土地の上に存
する権利の評価明細書」の上段に、【かげ地割合
計算】を新たに設置いたしました。オプションをご
契約いただいたお客様は、本ボタンを押下すること
で、かげ地割合を自動で計算する機能を利用する
ことができます。
　なお、この機能を初回に利用する際は、事前に【か
げ地割合計算】の左に設置されている【帳票設定】
をご確認いただき、記載方法の箇所を「手入力で
作成する」から「かげ地割合計算の測量結果より
自動設定する」に選択を切り替えるようお願いいた
します。

　まずは、公図や測量図の画像ファイルを読み
込 み、 マウス操 作にて対 象 範 囲を線で囲 みま
す。取り込み可能なファイル形式は、PDF 、TIFF 、
JPEG 、PNG 、GIF 、BMP形式です。

　続いて、評価対象地の測定を行うため、「面積」
「距離」「用紙サイズと縮小率」のいずれかで調整
を行います。

　次に、路線価を入力し、正面判定をします。

　以上の操作により、測定結果が表示されます。「印
刷」を押下して出力した帳票は、申告書の添付資
料としてもご利用いただけます。

　本機能につきましては、間口が2か所存在する
土地、隅切り・セットバックが複数存在する場合の
計算には現在対応しておりませんが、さらなる利便
性向上に向けて機能強化を検討しておりますので、
是非ご期待ください。
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Ｑ：「TACTiCS財務19　Ver.11.1.0（消費税改正対応版）」にて、2019年10月以降の仕訳を入力すると、
自動的に10％の消費税率が表示されますが、軽減税率はどのように設定するのでしょうか？

Ａ：金額欄にカーソルがある状態で、F5：税率変更 ボタンを押して税率を切り替えてください。
　　 Ｆ５：税率変更 を押すごとに10％→軽減8％→8％→10％と順に税率が切り替わります。

　　軽減８％の税率を指定したい場合は税率欄で「8*」を選択してください。

※旧税率５％や３％を指定したい場合は、[初期設定]－[基本設定]の消費税タブにて、
　　“旧税率の使用”欄の５％、３％のチェックをつけてください。選択肢に表示されるようになります。

事務局システム担当
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Ｑ：「TACTiCS財務19　Ver.11.1.0（消費税改正対応版）」にて、2019年10月以降の仕訳入力時は消
費税率の初期値が10％で表示されますが、特定の科目入力時に消費税率の初期値に軽減税率８％
が表示されるように設定できますか？

Ａ：[初期設定]－[科目設定]にて該当科目を選択した状態で“軽減税率を使用する”にチェックを入れ
て登録してください。該当科目仕訳入力時の消費税率初期値に軽減税率が適用されます。
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Ｑ：軽減税率対応の為、消費税率の初期値が8％用の補助科目を登録したいのですが、[初期設定]－[科
目設定]にて“補助科目”の使用区分を“使用する”に変更できません。

Ａ：[初期設定]－[コード変更]の“6.補助を「使用しない」科目を「使用する」に変更する”にて、補
助科目の設定が可能です。最初に設定した補助科目に既存の残高が置換されます。
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Ｑ：Windows7サポート終了に伴い、パソコンの入れ替えを検討しています。
　　新しいパソコンへの達人シリーズのデータ移行方法を教えてください。

Ａ：「達人Cube」にログイン後、「その他ツール」の「ＰＣ環境移行ツール」をお使いください。
　　達人シリーズの全データベースを一括で移行することができます。
　　注１　 達人Cubeにログインが必要です。
　　注２　 移行先のパソコンで必要な達人ソフトのインストールはすべて完了させてから復元してください。

　  [ＰＣ環境移行ツール]詳細マニュアルはこちら
     [達人Cube]の画面上部[機能解説]から[達人Cube本体プログラム運用ガイド]の247ページ
     [９．「PC環境移行ツール」を使用する]をご確認ください。

事務局システム担当
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令和元年９月 17 日より「贈与税の達人」が提供開始となりました。「贈与税の達人」では、贈与税の

申告書の作成はもちろんのこと、贈与実績の管理や「特例事業承継税制」に係る各種書類の作成などを行

うことができます。 

「贈与税の達人」の提供開始に伴い、「相続税の達人」に搭載している贈与税関連機能は令和元年９月

１７日以降全て「贈与税の達人」にて提供いたします。 

つきましては、令和元年９月１日時点で「相続税の達人」ご契約中の方には、同年１２月３１日まで

「贈与税の達人」を無償提供させて頂きます。来年以降も利用ご希望の方は、お手数ですが先日送付させ

ていただきました「達人シリーズ追加申込書」にてお申し込みください。上記無償提供対象の方につきま

しては、さらに令和２年３月３１日まで無償提供期間を延長いたします（延長対象申込期限：令和元年

12 月 25 日）。利用ご希望の方はお早目にお申し込みくださいますようお願い申し上げます。お申し込

みがない場合は、今後達人システムを利用しての贈与税申告ができなくなりますので、ご注意ください。 

 

 

                     

 

令和元年            令和 2 年 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

【「贈与税の達人」の提供価格】 

 

 

 

 

  お申し込みにつきましては先日送付いたしました「達人シリーズ追加申込書」にてお申し込み

ください。 ご不明な点は営業課までお問い合わせください。（℡03-3341-0260）   

９月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月・・・

月額使用料（税別） 
Standard Edition （1 台利用） Professional Edition （複数台利用） 

1,140 円 2,000 円 

令和元年 9 月 1 日時点で「相続税の達人」

契約中の方が無償提供対象となります。 

「贈与税の達人」無償提供期間イメージ図

令和元年 12 月 25 日までに 

「贈与税の達人」を申し込んだ場合 

令和 2 年 4 月分 

より課金開始 

無償提供期間 

令和元年 12 月 31 日まで 

無償提供期間延長 

令和 2 年 3 月 31 日まで 
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　　　氏　名　　　　　　　　 支部　　　        加入日 　　　氏　名　　　　　　　　支部　　　           加入日

１

１

２

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

【賛助会員】

（注）
□システム組合員
　＝税理士会システム利用組合員
□情報組合員
　＝情報サービスのみの利用組合員
□賛助会員
　＝システムを新規に利用開始された会員
　　（１年後にシステム利用組合員へ異動）

※（法）＝税理士法人

【システム組合員】

【情報組合員】
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第１回指導研修部会　令和元年 ８月14日
１．特別研修会の研修テーマと講師の選出に関す

る件　その他
第１回システム・営業合同部会　８月20日

１．達人システム利用料金体系に関する件　その他
三組合合同秋季研修会事前打合せ　８月21日
　１．合同秋季研修会の開催に関する件　その他
第１回組合規則等審議特別委員会　９月６日
　１．役員選任規約の改訂に関する件　その他
第６回常務理事会　９月６日

【審議事項】
　１．加入・脱退に関する件
　２．達人システム料金体系に関する件　その他

【報告事項】
　１． 三組合合同秋季研修会の実施に関する件
　２．全国データ通信の報告に関する件
　３．各部・委員会の報告に関する件
現預金監査　10月１日

消費税増税後、早くも２か月が経過した。増税
前後は、とにかく電話ばかりであった。概論的な
話もあったが、ほぼ、軽減税率が混ざった場合の
仕訳や出納帳の書き方の説明であった。ところが

「キャッシュレス還元」についての質問が来て「は
ぁ ?」となってしまった。正直、個人的な買い物
だけの話で法人や個人事業主は、登録はしても支
払することはないと思っていたので、ある意味「目
から鱗」であった。還元方法には即時に充当され
るものとカード決済時に充当するものとあるが、
どちらにせよ、値引きではないので、仮払消費税
と不課税の雑収入とを両立てするのが正解だと思
う。しかし、とにかく説明が大変である。

これまで顧問先には8%と10%の区分まではお
願いをしてきた。おそらく、機会的にも金額的に
も、実際にキャッシュレス還元を享受している法
人はあまり多くはないと思うが、とにかくコンビ

ニ等の領収書は要注意である。気が付いて質問を
くれた顧問先には感謝である。しかし、これから
10月分以降の会計資料や財務データを確認する
ときが恐ろしい。顧問先によっては区分すらせず、
8%と10%の区分はしてくれても、キャッシュレ
ス還元はスルーされてしまうであろう。

果たしてこのキャッシュレス還元でキャッシュ
レス化は浸透するのだろうか。キャッシュレス化
が進んでいると思われているかの国と日本の社会
事情はかなり違う。すでにSuicaやnanaco等のＩＣ
カードやVisa Master等のクレジットカードは十
分に浸透している。わざわざPayPayやOrigami 
Payで払う必要はないと思うのは私だけだろうか。
実際、ポイント稼ぎにＩＣカードに現金をチャー
ジしてから支払う人は沢山いる。「支払い」に関
するスタイルはそう簡単には変わらないような気
がする。（虎キチ）

会   議   報   告

－久里浜ペリー上陸記念碑前にて記念撮影－
　1853年７月14日（嘉永６年６月９日）、米国フィルモア大統領の日本開国
を求める国書をもって、水師提督ペリーが久里浜海岸に上陸したことを記念し
て建立された記念碑。
　太平洋戦争時に一度粉砕されたが、終戦後復元され、日米友好のシンボルと
しての役割を果たしている。

第７回常務理事会　10月１日
【審議事項】
　１．加入・脱退に関する件
　２． 達人システム料金体系に関する件
　３．第４回理事会の議題に関する件　その他
第４回理事会　10月１日

【審議事項】
　１．加入・脱退に関する件
　２．達人システム料金体系に関する件　その他

【報告事項】
１．全国データ第28期通常総会実施報告に関する件

　２．全国データ通信の報告に関する件
　３． 三組合合同秋季研修会の実施に関する件
　４．各部・委員会の報告に関する件　その他
第１回電子申告普及プロジェクト特別委員会　10月21日

１．「情報セキュリティ対策研修会」の企画・実施
に関する件　その他

三組合合同秋季研修会当日打合せ　10月25日
　１． 三組合合同秋季研修会の運営に関する件


